
令和４年１月２５日 

 

☆ ご家庭でお願いしたいこと 

①朝の健康観察 及び 持ち物 

 →・登校前に、朝の検温を行って下さい。 

  ・37.5℃以上ある場合や少しでも風邪の症状がある場合は、ご家庭で休養させ、医療機関 

を受診してください。（受診後、診断結果をお知らせください。） 

  ・毎日、マスク(手作りのものでも可。必ず予備を準備。)・ハンカチを持たせて下さい。 

  ・登下校時は、２ｍ間隔をあければマスクなしでかまいません。(ＳＢ利用者は除く。) 

  ※「朝の健康チェックカード」を毎日持たせます。記入して持たせて下さい。 

②毎日の生活 

→・「十分な睡眠･適度な運動･バランスのとれた食事」を心がけて下さい。 

 ・ご家庭でも、ご家族で手洗い･うがい･咳エチケット等に取り組んで下さい。 

☆ 学校での対応 

①朝の登校時 

→・職員が玄関で児童の体温を測定します。 

※サーモグラフィーで検温し、37℃以上ある場合は校長室で再度検温します。 

・１階手洗い場で、手洗い・消毒をしてから教室に入ります。 

 ・教室で「朝の健康チェックカード」を提出します。 

  ②朝の会 

→・持ち物チェック（マスク・ハンカチ）を行います。 

③授業中など 

→・できる限りのマスク着用 及び 手洗い・アルコール消毒に努めます。 

・児童同士の机の間隔を広くとります。 

・児童が密集・密接するような活動は避けるようにします。 

・当面の間、感染リスクの高い活動は制限します。 

  ④給食中 

   →・おしゃべりせずに食べます。 

（同じ方向を向く。向かない場合は飛沫防止パーテーションを設置する。） 

    ・密集･密接を避けるため、１・２年生は教室で食べます。 

  ⑤換気 

・教室の扉と窓を対角に10～20㎝開けて、常時換気します。 

  ⑥消毒 

    ・ドアの取っ手や手すりなど多くの児童が触れるところは、職員で1日1回消毒します。 

  ⑦その他 

    ・罹患しているかどうかを確認するためにＰＣＲ検査等を受けることになった場合は、 

     速やかに学校に連絡してください。また、その結果もお知らせ下さい。 

・発熱等の風邪症状が見られる場合は、早退させます。その際、待機場所を校長室と 

 します。 

    ・児童や職員に新型コロナウイルス感染が確認された場合は、速やかに保護者にお知 

らせするとともに、感染者の人権に配慮して対応します。 

    ・感染防止のため他の家庭のお子さんは車に乗せないで下さい。 

 

以上の対応により、お子さんが健康で安全に学校生活が送れるよう努めて参ります。 

＊ご質問等がある場合は、学校(Tel ８２－０３１３)までご連絡下さい。 


